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那須塩原市は、民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減を図るため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４条の２第３項及び

那須塩原市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年那須塩

原市条例第２３０号）第２条の規定により、次のとおり当該施設を管理する指定管理者の

候補者を募集する。 

 

Ⅰ 対象施設の概要 

１ 名称及び所在地 

   名 称 那須塩原市営稲村団地 他１４団地 

  所在地 那須塩原市埼玉８番地 他 

 

 ２ 施設の設置目的 

   住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、市民

生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

 ３ 施設の概要 

   １５団地、７９棟、７１３戸（令和８年４月１日現在） 

   ※各施設の詳細は、資料１「那須塩原市営住宅一覧」を参照のこと。 

 

４ 実績  

 ⑴ 指定管理料（令和４年度～令和８年度）199,999,360 円 

 ⑵ 施設入居戸数 ３７５戸（令和８年４月１日現在） 

   ※各施設の詳細は、資料２「那須塩原市営住宅入居戸数」を参照のこと。 

 

Ⅱ 管理運営の条件 

１ 管理の基本方針 

  ⑴ 関係法令、条例、規則等を遵守し、施設の設置目的に沿った管理運営を行うこと。 

  ⑵ 利用者の平等な利用を確保し、差別的扱いをしないこと。 

  ⑶ 利用者や地域住民の意見・要望を適切に管理運営に反映し、サービスの向上に努

めること。 

  ⑷ 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費削減に努めること。 

 

 ２ 管理の基準 

   管理の基準は、別紙「那須塩原市営住宅指定管理業務仕様書（以下「仕様書」とい

う。）」のとおりとする。 
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３ 指定管理者が行う業務の範囲  

指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とする（詳細については、仕様書

のとおり。）。 

なお、指定管理者は指定管理業務を一括して第三者に委託することはできないが、

部分的な業務については、専門の事業者に再委託することが可能である。 

  ⑴ 市営住宅及び共同施設の維持管理に関する業務 

  ⑵ 市営住宅及び共同施設の点検に関する業務 

  ⑶ 使用料（家賃及び専用駐車場使用料をいう。以下同じ。）の徴収、収納に関する業

務 

  ⑷ 入居、退去に関する業務 

  ⑸ 入居者募集に関する業務 

  ⑹ 上記の業務に附帯する業務 

 

 ４ 指定の期間 

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間を予定） 

  ⑴ 指定の期間は、議会の議決を経て、正式に確定する。 

⑵ 自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、指定後であっても、指定管理者

による管理を継続することが適切でないと認められる場合には、その指定を取り消

し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがある。 

⑶ 指定管理開始日から円滑に業務を遂行できるように、指定管理開始前の必要な期

間内に、市や現指定管理者から業務内容等の引継ぎを受け、必要な人員や物品等を

確保し、管理人等への研修を実施しなければならない。 

なお、これに要する費用は指定管理者が負担する。 

 

５ 指定管理料 

⑴  指定管理料の基準額 

指定期間５年間の指定管理料の提案上限額は、210,000,000 円（消費税及び地方

消費税含む。）とする。 

また、提案額は指定期間における指定管理料の上限額とし、各年度の指定管理料

は指定管理者の提案額を基準に、市と指定管理者が協議を行い年度ごとに決定する。 

なお、各年度の指定管理料決定のための協議の際に、指定管理者による管理運営

の水準が、この募集要項、仕様書及び事業計画書に定めたものに満たなかった場合

には、指定管理料の減額を行うことがある。減額の基準・手続等については、協定

で定める。 

    【参考】〈別紙１〉 指定管理料積算内訳（参考・年間） 
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⑵ 使用料の取扱い 

使用料は、市の歳入とする。 

なお、指定管理者は自治法第２４３条の２に基づく使用料徴収事務を代行し、徴

収した使用料を市に納付するものとする。 

⑶ 支払方法 

指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、指定 

管理者からの請求に基づき分割して支払う予定である。 

なお、支払い方法・回数等については市と指定管理者で協議のうえ定める。 

 

Ⅲ 申請の手続 

１ 申請書の提出 

⑴ 提出期限 令和８年７月１７日（金）午後５時（必着） 

  ⑵ 提 出 先 那須塩原市 建設部 都市計画課  

         住所：那須塩原市共墾社１０８番地２（那須塩原市役所 本庁舎） 

         電話：０２８７－６２－７１６２ 

         FAX：０２８７－６２－７２２４ 

         E-mail：toshikeikaku@city.nasushiobara.tochigi.jp 

⑶ 提出部数 紙媒体 １部（正本１部） 

及び提出書類一式の電子データ（副本１部） 

⑷ 提出方法 上記の提出先に持参又は郵送すること。 

       なお、電子データについては、データを CD-ROM に保存して提出するこ

と。 

 

２ 申請資格等 

指定管理者の指定申請を行う者（共同事業体による申請にあっては、全ての構成団体）

は、次の資格を満たすことを要する。 

⑴ 令和８年４月１日現在、日本国内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

であること。 

  ⑵ 法人等又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 

   ① 法律行為を行う能力を有しない者 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事 

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした 

者 

    ③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により本

市における一般競争入札の参加を制限されている者 

   ④ 自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことが 

mailto:toshikeikaku@city.nasushiobara.tochigi.jp
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ある者 

   ⑤ 那須塩原市暴力団排除条例（平成２４年那須塩原市条例第３号）第２条第１号、

第５号又は第６号に該当する者 

   ⑥ 国税及び地方税を滞納している者 

⑶ 次のいずれにも該当する団体であること。 

① 施設の運営が住民の平等利用を確保することができる団体であること。 

② 施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図ら

れる団体であること。 

③ 管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する団体であること。 

④ 申請日現在で、おおむね２００戸以上の賃貸住宅の管理実績を有していること。 

 共同事業体の場合は、全ての構成団体が上記の⑴、⑵及び⑶の①から③の要

件を満たすものとし、⑶の④については、単独で管理実績を有している構成員

が含まれていること。 

 

 ３ 提出書類等 

申請に当たっては、次の書類を提出すること。 

  ⑴ 提出書類 

   ① 指定申請書（様式第１号） 

   ② 当該施設の事業計画書（様式第２号） 

   ③ 当該施設の管理に関する業務の収支予算書（様式第３号） 

   ④ 定款その他の根本規則の写し及び登記簿謄本（法人以外の団体は会則等） 

   ⑤ 当該団体の直近３か年の決算書 

貸借対照表、損益計算書、正味財産増減計算書、収支計算書等、申請の日の

属する年度に設立された法人にあってはその設立時における財産目録 

   ⑥ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類 

   ⑦ 国税及び地方税の納税証明書 

   ⑧ 登記事項証明書（法人の場合のみ、発行から３ヵ月以内のもの） 

⑨ 賃貸住宅又はこれに類する施設の管理に関する業務実績、ノウハウ等を記載し

た書類等 

⑩ 共同事業体の場合は共同事業体協定書兼委任状（参考様式） 

共同事業体による申請の場合には、全ての構成団体の④から⑨の書類を提出

のこと。 

⑪ その他、市が提出を求めた書類 

  ⑵ 申請に際しての留意事項 

① 提出書類の変更の禁止 

     提出期限後においては、提出書類の内容変更は認めないこととする。 
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   ② 虚偽の記載をした場合の失格 

     提出書類の内容に虚偽又は不正があった場合は失格とする場合がある。 

   ③ 提出書類の取扱い 

     提出書類は、理由の如何に関わらず返却しないこととする。 

   ④ 申請の辞退 

     書類提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

   ⑤ 提出書類の著作権及び公表 

     提出書類の著作権は申請者に帰属する。ただし、指定管理者に選定された法人

等の提出書類については、その全部又は一部を無償で使用できるものとする。 

   ⑥ 情報公開 

     提出書類は那須塩原市情報公開条例（平成２０年那須塩原市条例第３１号）第

２条に定める公文書となり、情報公開の対象となる。ただし、提出書類の中で応

募法人等独自の知的財産に該当し、非公開を希望する場合には協議に応じるもの

とする。 

   ⑦ 費用負担 

     申請に要する費用は、全て申請者の負担とする。 

   ⑧ 追加書類の提出 

     市は、必要に応じて提出書類の補足資料の提出を求める場合がある。 

   ⑨ 重複申請の禁止 

     共同事業体の構成団体は、別の共同事業体の構成団体となっていないこと。又

は、単独の申請者となっていないこと。 

  

 ４ 質問事項の受付 

   申請に当たって質問がある場合は、次のとおり受け付ける。 

  ⑴ 質問受付 

   ① 令和８年６月２９日（月）から７月１０日（金）午後５時までの期間 

   ② 質問は、質問票〈別紙２〉により行い、電話、口頭による質問は受け付けない。 

   ③ 質問票は、前記Ⅲ「申請の手続」１ ⑵ へ電子メールで送付すること。 

  ⑵ 回答方法 

    質問に対する回答は、電子メールにより令和８年７月１４日（火）午後５時まで

に行う。質問した法人等だけでなく、申請を予定している全法人等を対象に行うた

め、配信を希望する法人等は、事前に連絡すること。 

 

 

Ⅳ ヒアリング・選定基準 

 指定管理者の選定に当たっては、提出された事業計画書、決算書等の書類審査及びヒ
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アリングを実施のうえ指定管理候補者を選定する。 

 なお、選定基準は以下の項目とする。 

 

１ 選定基準 

⑴ 施設の管理運営能力 （配点）３０点 

・申請団体の経営状況 

・管理運営に係る人的、物的体制 

⑵ 住民サービスの向上 （配点）４０点 

・入居希望者の平等な利用の確保 

・入居者に対するサービスの向上 

・施設の効果的な活用 

⑶ 実績の有無     （配点）１０点 

 ・管理運営の実績 

 ・自主事業の実績 

⑷ 管理経費の縮減   （配点）２０点 

・指定管理料の提案額 

 

 ２ ヒアリング日程  

  ⑴ 日  時 令和８年７月３１日（金） 午後１時３０分から 

         １団体あたり３０分程度を予定。うち２０分程度を申請者による説明

時間とし、１０分程度の質疑応答時間を設ける。 

  ⑵ 場  所 那須塩原市役所 東庁舎２階 ９０１会議室 

⑶ 参加人数 １応募者あたり５名以内とする。 

⑷ そ の 他 詳細は、応募者に個別に通知するものとする。 

 

Ⅴ 選定結果及び指定の通知等 

  ⑴ 選定結果については、全応募者に文書で通知する。 

  ⑵ 指定管理者の候補者に選定された応募者は、自治法の規定に基づき議会の議決に

より確定し、議決後告示するとともに文書にて指定及び不指定の通知をする。 

 

Ⅵ 協定の締結 

 

  １ 協定の締結 

    市は、指定管理者の指定後、指定管理者と施設の管理に関する細目的事項を協議
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し、次に掲げる事項を内容とする協定を締結する。 

   ⑴ 基本協定 

指定期間全体（５年間）を通じて適用する事項については包括協定を締結する。 

    【基本協定の主な内容（予定）】 

     ① 管理業務の基本的項目（業務の内容、管理施設の範囲等） 

     ② 指定管理料及び利用料金に関する事項 

     ③ 管理業務に関する責任分担に関する事項 

     ④ 事業計画書及び事業報告書の提出に関する事項 

     ⑤ 業務報告に関する事項（定期報告等） 

     ⑥ 指定の取消し等に関する事項 

     ⑦ 秘密保持、情報公開、個人情報の保護に関する事項 

     ⑧ 管理業務の引継ぎに関する事項 

     ⑨ その他 

   ⑵ 年度協定 

     年度（４月１日～翌年３月３１日）ごとに取り決めるべき事項については、年

度協定を締結する。 

    【年度協定の主な内容（予定）】 

     ① 当該年度の管理業務の内容に関する事項 

     ② 指定管理料及び利用料金に関する事項 

     ③ その他 

   ⑶ その他 

     指定管理者が管理の開始前までに次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、

指定管理者の指定を取り消し、協定を締結せず、又は協定を解除できるものとす

る。 

    ① 財務状況の悪化等により事業の履行が確実ではないと認められるとき。 

    ② 社会的信用を著しく損なうなど指定管理者として相応しくないと認められる

とき。 
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〈別紙１〉指定管理料積算内訳（参考・年間） 

 

 

 

 

項  目 

積算額（千円） 

内  訳 

令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 

⑴人件費 13,900 14,273 14,673 15,064 15,500 常勤３名 

⑵通信運搬費 500 500 500 500 500 電話、郵送料 

⑶消耗品費 300 300 300 300 300 

事務及び管理用消

耗品 

⑷修繕費 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 

１件 30 万円未満

の修繕 

⑸燃料費 100 100 100 100 100 管理用車両燃料代 

⑹光熱水費 300 300 300 300 300 

事務所等電気、上

下水道料金 

⑺賃借料 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 

事務所賃借、車両

リース等 

⑻手数料 200 200 200 200 200 振込手数料 

⑼保険料  150 150 150 150 150 事務所損害保険等 

⑽租税公課 10 10 10 10 10 収入印紙代 

⑾委託料 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 

消防設備保守点検

等 

⑿広告費 40 40 40 40 40 ＨＰ保守料 

直接経費 37,400 37,773 38,173 38,564 39,000  

一般管理費 3,740 3,777 3,817 3,856 3,900 直接経費の 10％ 

合  計 41,140 41,550 41,990 42,420 42,900  
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